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1 名 称 のびのび訪間介護 ミリケア
② 所在地 愛知県春日井市不二町三丁目4-1 コウジーコートB棟 105号室

(職員の職種、員数及び職務内容 )
第 4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、
(1)管理者  1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス1/1E供責任者  1人以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
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馨看霧票拿2をしもに、利用者の状況についての情報

年争蕎界護費務寵秀奪禁墾Zttξ寛え臭墓替理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要
(ダ鷲葬誘導⊇彗準

るデ3以上榊鰤
訪間介護員等は、介護予防訪間介護相当サービスの提供に当たる。

1日 から 1月 3日 までを除く。

次のとお りとする。
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(事業の内容及び利用料等 )
第
&なた場客劣剰霜聯鷲眼窪育界義鞠罰お魯察皇食騒全

!去環董な姜着[雪を菱電肇霞署11:港ま馨』彙急[サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用

雪 i声 ?担当たりの標準的な回数を定める場合
① 訪間型独自サービス
② 訪間型独自サービス
③ 訪間型独自サービス
4 訪間型独自サービス
5 訪間型独自サービス
6 訪間型独自サービス

1・ ・ 。1週 に 1回程度
1日 害1・ ・・ 1週 に 1回程度
2・ ・ 。1週 に 2回程度

:甲響三i造 |ヒザ旨Z雇覺奢程度の場合
3日 害」・・・ 1週 に 2回を超える程度の場合

定相当訪間型サービス
サービス
サービス
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に対して事前に文書で説明をした上で、支払い

(緊急時等における対応方法 )
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通脊月季奨券贅泥地域は、春日井市の区域とする。
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4 ≧奄響荘亀浄乞措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項 )
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、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後 lヵ 月以内
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「付 貝リ
この規程は、令和 6年 10月 1日 から施行する。


